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置再開に関する意見書 
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○本日の会議に付した事件 

   議事日程のとおり 

                                           

      午後１時００分  開会 

○議長（野田譲議員） ただいま出席議員が３１名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより平成２６年第１回宮城県後期高齢者医療広域連

合議会定例会を開会いたします。 

  御報告いたします。 

  会議規則第２条の規定により、４番長倉利一議員、１５番佐々木金彌議員、３４番菊池

修一議員から本日の会議に欠席の届け出がありました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。 

                                           

     日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（野田譲議員） それでは、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第７０条の規定により、議長において１２番伊藤信行議員

及び１６番久勉議員を指名いたします。 

                                           

     日程第 ２ 会期の決定 

○議長（野田譲議員） 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野田譲議員） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたしま

した。 

                                           

     日程第 ３ 諸般の報告 

○議長（野田譲議員） 次に、日程第３、諸般の報告をいたします。 
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  初めに、東日本大震災被災者に対する医療費の一部負担金免除に関する要望書につい

て、お手元に配付いたしておりますとおり、去る平成２６年１月２９日宮城県知事宛て提

出いたしましたが、その場で口頭により広域連合に対して、独自に財政支援を行うことは

難しい旨回答がなされました。 

  次に、地方自治法第１９９条第９項の規定による定期監査結果報告及び同法第２３５条

の２第３項の規定による例月出納検査結果報告について、お手元に配付いたしております

とおり監査委員から議長宛て提出がありました。 

  次に、去る平成２５年９月２０日、利府町議会選出の鈴木忠美議員から、広域連合議会

議員を辞職したい旨の願い出がありましたので、地方自治法第１２６条の規定により、同

年９月２０日にこれを許可いたしましたので報告いたします。 

  次に、３１番歌川渡議員からの発言の申し出がありますので、発言を許します。 

  歌川議員。 

○３１番（歌川渡議員） 平成２５年第２回定例会での請願第１号、被災者の医療・介護の

負担免除を求める意見書の採択を求める請願書において、質問者である浅野敏江議員に対

し不適切な発言を行ったことを、この場をお借りいたしましておわびいたします。今後は

適切な発言に努め、議会運営に努力していく所存であります。以上です。 

○議長（野田譲議員） 次に、私から一言申し上げさせていただきます。 

  地方自治法第１３２条「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員

は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と定められ

ております。また、会議規則第８０条に「議員は、議会の品位を重んじなければならな

い」と定められております。議員各位におかれましては、議会の品位保持のため、自身の

発言について御注意くださいますよう申し上げ、注意喚起といたします。 

                                           

     日程第 ４   第 １ 号議案 宮城県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例の一

部を改正する条例 

     日程第 ５   第 ２ 号議案 宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例 

     日程第 ６   第 ３ 号議案 後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正

する条例 

     日程第 ７   第 ４ 号議案 平成２５年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会
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計補正予算（第２号） 

     日程第 ８   第 ５ 号議案 平成２５年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

     日程第 ９   第 ６ 号議案 平成２６年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会

計予算 

     日程第１０  第 ７ 号議案 平成２６年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計予算 

○議長（野田譲議員） それでは、日程第４、第１号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合

事務局設置条例の一部を改正する条例から、日程第１０、第７号議案、平成２６年度宮城

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算まで、以上７件を一括議題とし、

広域連合長から提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） 本日ここに宮城県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開会

され、提出いたします議案を御審議いただくに当たり、基本的な考え方と提出議案の概要

につきまして御説明をさせていただきます。 

  最初に、基本的な考え方について申し述べます。 

  東日本大震災の発災から間もなく３年を迎えようとしております。この間、県内の市町

村におかれましては、被災された皆様の一日も早い生活再建に向け、着実に復興の道のり

を歩んでいるところでございます。しかしながら、被災された皆様の生活はいまだ厳しい

状況にございますが、広域連合といたしましては、被保険者の皆様が着実に一歩ずつ確実

に前進できるよう、生活の基盤となる安心できる医療制度の運営に全力で取り組んでまい

る所存でございます。 

  さて、後期高齢者医療制度につきましては、社会保障制度改革推進法の規定に基づく国

民会議における議論や、法制上の措置の骨子が閣議決定され、制度は存続することとな

り、今後の社会保障制度改革の全体像や進め方を定めるプログラム法が、さきの臨時国会

で可決され成立をいたしました。この法律は、医療制度分野などの改革を平成２９年度ま

での５カ年で集中的に検討し、法案提出や予算措置などを国に義務づけるもので、後期高

齢者医療制度のあり方や低所得者の保険料負担の軽減なども含まれております。今後は、

検討の行方を見守りながら、現行制度を運営している立場から、適宜必要な意見を表明し

てまいらなければならないと考えております。 

  広域連合による事業運営も、本年３月末で丸６年を迎えます。被保険者の増加、医療の
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高度化による医療給付費の増加など、今後ますます厳しい運営を迫られていくことになり

ますが、２８万人余の被保険者の皆様が安心して利用できる医療の確保に向けて、最大限

の努力を傾注してまいらなければならないと考えております。運営に際しましては、議会

の御指導、御協力を賜りながら、これまで以上に各市町村及び関係機関との連携の強化を

図り、円滑な運営に全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

  それでは、本定例会に提案をいたします各議案につきまして、順次御説明を申し上げま

す。 

  初めに、条例関係につきまして御説明を申し上げます。 

  第１号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例の一部を改正する条例につ

きまして御説明申し上げます。 

  後期高齢者医療制度のさらなる安定運営と効率的な業務を遂行するため、事務局内の調

整機能を一本化し、業務部門の強化、充実を図るため所要の規定整備を行うものでござい

ます。 

  次に、第２号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 

  平成２６年度及び平成２７年度の特定期間における保険料につきまして、所得割率を

０．０８５６、均等割額を４万２，９６０円と定めるものでございます。保険料算定に当

たりましては、いまだ大震災後の厳しい生活状況を踏まえ、最大限の上昇の抑制に努めた

ところでございます。また、これまで行っていた被用者保険の被扶養者であった者に係る

軽減及び所得の少ない者に係る特別軽減措置につきましても、平成２６年度も継続するこ

とから所要の規定整備を行うものでございます。 

  次に、第３号議案、後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例につき

まして御説明申し上げます。 

  この議案は第２号議案と関連するもので、平成２６年度もこれまでと同様の保険料軽減

をすることとし、その財源につきましては、国の高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金

により措置されることとなりますことから、基金の充当事業について所要の規定整備を行

うものでございます。 

  条例関係につきましては、以上のとおりでございます。 

  続きまして、予算関係につきまして御説明を申し上げます。 

  初めに、第４号議案、平成２５年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算
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（第２号）につきまして御説明申し上げます。 

  この予算は、特別会計における共通経費事業費の減額により、所要額の補正を行うもの

で、歳入歳出予算の総額からそれぞれ８，０００万円を減額し、予算の総額を９億４，２

７８万１，０００円とするものでございます。 

  次に、第５号議案、平成２５年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）につきまして御説明を申し上げます。 

  この予算は、平成２４年度に国から交付され、臨時特例基金に積み立てておりました平

成２５年度の保険料軽減措置に対する充当財源を同基金から取り崩し、市町村の保険料等

負担金を減額すること、療養給付費負担金につきましては、平成２４年度の療養給付費の

事業費が確定したことにより、国、県、市町村に償還金が生じることなどにより所要額の

補正を行うもので、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２９億４，６９７万３，０００円を追

加し、予算の総額を２，４２８億９４２万２，０００円とするものでございます。 

  次に、第６号議案、平成２６年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計予算につきま

して御説明申し上げます。 

  この予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億９，８４７万１，０００円と定め、一

時借入金の最高額を１億円と定めるものでございます。このうち歳入の内容につきまして

は、市町村の負担金として６億９，８３０万９，０００円、財産収入として３万３，００

０円、諸収入として１２万７，０００円などを計上いたしております。 

  また、歳出の内容につきましては、議員報酬や議会開催の経費などの議会費として２９２

万７，０００円、職員の人件費をはじめとする総務管理費として２億４，９３１万８，００

０円、選挙費として１１万９，０００円、監査委員費として７３万２，０００円、特別会計

への繰出金として社会福祉費に４億３，５３７万５，０００円、予備費として１，０００万

円を計上いたしております。 

  続きまして、第７号議案、平成２６年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計予算につきまして御説明申し上げます。 

  この予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２，２９５億２，３７１万９，０００円と定

め、一時借入金の最高額を１５０億円と定めるものでございます。 

  このうち、歳入の内容につきましては、市町村負担金として４０９億３，２６０万１，０

００円、国庫支出金として７４５億８，２６６万４，０００円、県支出金として１９２億３，

６５４万２，０００円を計上いたしております。また、診療報酬支払基金から交付される支
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援金として９３１億６，４１８万円、特別高額医療費共同事業交付金として４，０８７万１，

０００円を計上いたしております。さらに、一般会計からの繰入金として４億３，５３７万

５，０００円、臨時特例基金からの繰入金として２，５２６万８，０００円、医療給付費準

備基金からの繰入金として１０億円、諸収入として１億５５３万４，０００円などを計上い

たしております。 

  歳出の内容につきましては、後期高齢者医療制度に係る電算システム経費や広報広聴事業

などの総務費として４億６，９４７万１，０００円、療養給付費、高額療養費、葬祭費など

の保険給付費等として２，２８１億７，２９９万６，０００円、特別高額医療費共同事業の

ための拠出金として３，６９８万７，０００円、保健事業に要する経費として５億６，５６

０万６，０００円を計上いたしております。さらに、基金積立金に６８万３，０００円、公

債費として２８７万５，０００円、諸支出金として６，５１０万１，０００円、予備費とし

て２億１，０００万円を計上いたしております。 

  予算関係につきましては、以上のとおりでございます。 

  以上、提出議案の概要につきまして御説明を申し上げました。何とぞ慎重に御審議を賜

り、御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（野田譲議員） これより質疑に入ります。 

  質疑通告者は６名であります。 

  申し合わせにより、質疑回数は３回までといたします。また、各グループにおける配分

時間を考慮の上、これを超過しないよう御協力をお願いいたします。 

  なお、質疑の際は質疑箇所のページをお示し願います。 

  通告順に発言を許します。 

  議題のうち第２号議案及び第７号議案について通告がありますので、発言を許します。 

  １１番木村和彦議員。 

○１１番（木村和彦議員） それでは、通告に基づきまして質疑をさせていただきます。 

  先ほど、連合長から議案の趣旨説明をいただきました。それ以前に通告をしております

けれども、今回非常に大事な議会になるんだろうなというふうに思っております。 

  その初めに、冒頭、東日本大震災の被災者に対する医療費の一部負担金免除に関する要

望書というのを、これは連合議会として提出をさせていただきました。今日議場に配付を

されておりますが、全議員がぜひこの制度の復活をお願いしたいということで、連合長が

宮城県市長会長として県に赴いていって要望を出させていただいたわけなんですけれど
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も、新聞の報道によりますと、どうもいまいちつれない返事をされたということでござい

ます。私たちにとりましては、その内容は新聞報道でしかうかがい知ることができません

が、この制度ということは非常に大事なことではないかなというふうに、私たち議員も思

ってございます。新聞やテレビでは、国が財政を支援するから、それを市町村で何とかし

ろというんですが、この後期高齢者医療広域連合については、その独立財産、自主財源が

ございませんので、何とかしてその制度の復活を考えなければいけないということも、多

分共通の認識にあるのだろうというふうに思います。市長会長でもある連合長におかれま

しても、この対応について、要望書を出された時点でお感じになった点があるかというふ

うに思いますので、その辺も含めて御所見をお聞かせ願えればありがたいなというふうに

思います。 

  それでは、予算の内容について、２号それから７号についてお聞きをいたしていきま

す。 

  まず、２号議案の関係なんですが、今回条例改正に当たりましては、第８条中、それか

ら第９条、それから１０条、１４条というふうに、それぞれの改正点がございます。質疑

の通告の中では、その所得割率の利率、それから均等割額について、このように算出の根

拠というふうに伺いましたけれども、結果的に今の連合長の説明の中では、上昇部分は極

力低く抑えたというふうに答弁ございましたけれども、改めてこの税率改正の算出の根拠

についてまずお伺いしたい。 

  それから、もう一つは、上げるということになれば、当然それは税を負担する方々にと

っても説明責任は当然ついてくるわけですので、その上がるという説明をどのようにする

のかについてを、まずお伺いをしていきたいというふうに思います。 

  それで、今回医療給付費の伸び率を、２６年の見込みで３．４９％、２７年に３．３

８％と見込んでいます。ただ、ことしの４月からは税率改正、消費税が５％から８％にか

かるということで、逆に病院で受ける診療の場合の診療報酬を計算していきますと、多分

支払う側の負担感が大きくなるために、予想以上にその受診抑制が働くのではないかとい

うふうに一説では言われております。消費税が上がるから病院にかかる回数が減るという

単純な図式にはならないかというふうに思うんですけれども、その辺をどのように考える

のですか。また、逆に国に対しては、その一部負担金免除を継続してくれということで、

この議会の最後に議会の意見書として国に意見書を出すつもりではございます。そうしま

すと、給付費に対する皆さんの要望をどこまで抑えるのかというふうに算出をする上で留
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意した点についてをお伺いしていきたいというふうに思います。 

  次に、７号関係に移りたいと思います。 

  ７号関係の全般については、これは所得の少ない方々に対する均等割額の軽減の対象の

拡大を言っておられます。その拡大になった部分といいますと、例えば今までは２人世帯

を対象としておったんですが、今回からは単身世帯へも対象を拡大する、また所得基準額

も引き上げられました。保険料が軽減されるということは大変喜ばしいことでもあるんで

すけれども、その軽減対象になる人数、そしてまた軽減額は一体どのようになるのでしょ

うか。あわせて、その財源はどのような形で補塡をされているのかをお伺いしたいという

ふうに思います。 

  保険料につきましては、今回も上程されているのを拝見いたしますと、低所得者に配慮

した特別軽減が行われております。所得の多い人に対しては負担感の多い保険料に、逆に

言えばなるかというふうに思います。実際に、９０歳を超える方々でも収入が多ければそ

れだけの負担をしなければならないと。これは大変言いにくいんですけれども、私の父も

９４歳で昨年亡くなりました。そのときに言っていたのが、９０歳を過ぎても保険料を払

わなくてはいけないのかというふうな話をしていました。でも、それは制度を維持してい

く上では当然お互いに支え合っていかなければいけない制度なので、この保険料の負担と

いうものは当然出るんですよということで説明をしましたけれども、やはりそういうふう

に税を負担する説明責任というのはどこまでも大切なんだろうなというふうな思いをして

おります。この制度を全員で支えるということは、これらの制度改正をいかに負担される

方々に説明するかが大事ではないかというふうに思ってございます。この制度開設以来、

この制度がなくなるんだと言われながら、もう６年以上も経過しようとしております。逆

に言うと、この制度がないと後期高齢者の医療制度が維持できないのではないかなと、私

は実際は感じています。逆に、この制度をきちんと定着させることによって、高齢者の

方々の医療を支えていくのではないかなというふうにも考えるべきであります。そのため

には、これらの保険料に対する説明をいかにしてやっていくのかと、この制度の必要性を

いかにして皆さんに理解していただくよう行っていくのかということが非常に大事だとい

うふうに思いますので、これをきちんと説明をすることによって、制度の重要性を御理解

をしていただけるのではないかなと、それが今回上程されている議案に対して、全ての県

民の方々への理解を得ることになるのではないかというふうに私も思ってございます。ど

うぞ、これらについて連合長はどのような御所見を持っているのかをお伺いし、１回目と
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したいと思います。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） ただいまの木村和彦議員のお尋ねにお答えを申し上げます。 

  私からは、一部負担金免除措置についての広域連合の対応策についてのお尋ねにお答え

を申し上げます。 

  一部負担金免除の財政支援につきましては、全額国の負担によるものとするよう、広域

連合独自で、さらには全国広域連合協議会を通じて要望等を行ってきたところでございま

すが、残念ながら期待をする回答を得ることはできなかったということは御承知のとおり

でございます。そのような中で、昨年末には国の国民健康保険財政に対する支援の表明を

受けまして、県内市町村での一部負担金免除措置再開に向けての動きがございまして、広

域連合といたしましても、これらの動向を注視してまいったところでございます。 

  そういう中で、全県下に被保険者を抱える広域連合といたしましては、市町村が国民健

康保険等の一部負担金免除措置の再開に向けて検討を進める際には、これと均衡を図る必

要があると考えているところでございます。広域連合の免除措置の再開に当たりまして

は、他の保険制度との同一時期の実施も見据えながら、さまざまな財政面も含めました影

響を十分に考慮し、市町村との協議の上検討を進めているところでございます。 

  現時点での私からの状況の認識に関するお答えは、以上のとおりでございます。 

  お尋ねの残余につきましては、事務局より御答弁を申し上げます。 

○議長（野田譲議員） 事務局長。 

○事務局長（栗城盛一） 私からは、制度を支える共通認識を高めるための説明責任を果た

すことについてお答えをいたします。 

  後期高齢者医療制度については、老人保健制度の問題点を解消し、持続可能な制度とな

るよう施行されたもので、本年３月をもちまして６年を経過いたします。この間、さまざ

まな制度改正を行い現在に至っておるところでございます。議員御指摘のとおり、この制

度は国、県、市町村さらには現役世代、そして加入していただいている被保険者の皆様で

支えている制度でございます。制度改正時は、確かに説明が行き届かず混乱を招いた時期

もございましたが、現在におきましては、各地域におきまして懇談会を開催し、被保険者

の皆様の声をお伺いすることや、制度に関するパンフレットの送付、さらには市町村の窓

口においてきめ細やかな御説明をさせていただいているところでございます。 

  今後も、保険者といたしまして、被保険者の皆様にこの制度を御理解していただき、安
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心して医療が受けられるようしっかりと御説明を申し上げてまいりたいと考えてございま

す。私からは以上でございます。 

○議長（野田譲議員） 保険料課長。 

○保険料課長（渡邉正志） 私からは、初めに所得割率及び均等割額の算出根拠並びに改定

周知方法についてのお尋ねにお答えさせていただきます。 

  後期高齢者医療制度では、２年間の特定期間で費用と収入の均衡をとるように保険料率

などを設定することになっております。具体的には、まず２年間の医療給付費などの費用

の歳出総額と、国、県、市町村からの公費、被用者保険からの支援金などの歳入総額をそ

れぞれ見込みまして、歳出から歳入を差し引いて残った額、医療給付費の約１割相当と健

診などの保健事業の費用が保険料として被保険者の皆様方に御負担いただく保険料所要額

となります。 

  今回の平成２６年、２７年度では、医療給付費の伸びに伴いまして、当初試算では保険

料所要額が多額となり保険料率などが高い伸びとなりました。そのため、保険料の上昇を

抑制するため、広域連合の特別会計の剰余金約２０億円と、宮城県が管理しております財

政安定化基金７億円を活用し、保険料所要額を圧縮することといたしたところでございま

す。この保険料所要額を見込み収納率で割ったものが保険料の賦課総額となります。この

賦課総額を均等割総額と所得割総額に分けて、被保険者の皆様に御負担いただくことにな

ります。均等割額は、均等割総額を２年間の被保険者総数で割ったもので、１人当たりの

均等割額は４万２，９６０円となり、所得割率は、所得割総額を所得割賦課対象被保険者

の２年間総所得金額で割ったもので、８．５６％となったものでございます。 

  また、周知方法につきましては、各市町村窓口案内用の小冊子と保険料のしおりを作成

し、被保険者の皆様方へ保険料決定通知を送付する際に同封いたしますとともに、各市町

村と連携して、各市町村が発行する広報紙などによる周知、広報に努めてまいりたいと考

えております。 

  次に、所得の少ない者に係る均等割軽減の対象拡大に伴う対象者数、軽減額、またその

財源についてお答えさせていただきます。 

  今回の軽減拡充につきましては、５割軽減、２割軽減それぞれの所得基準額が引き上げ

られ、軽減対象者が増加することとなります。対象者につきましては、２５年１０月の賦

課時点で試算してみますと、均等割額の５割軽減対象者は１万８，５４８人、２割軽減対

象者は１万６，７５８人、軽減対象者が３万５，３０６人となり、現在から８，１７１人
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の増加と予想しております。今回の拡充分の軽減予想額につきましては、軽減対象者の増

加により約２億円となっております。また、その財源につきましては、従来の制度に沿っ

て国の地方財政措置を受けた県と市町村の負担となっております。私からは以上でござい

ます。 

○議長（野田譲議員） 給付課長。 

○給付課長（髙橋秀一） 私からは、１人当たり医療給付費の伸び率の算出についてのお尋

ねにお答えいたします。 

  医療給付費につきましては、被保険者数の増加に伴い年々増加している状況にあります

が、平成２６年、２７年度の医療給付費の見込みにつきましては、過去の実績をもとに、

平成２５年度の医療給付費見込みを現物給付分と現金給付分それぞれにおいて算定し、対

前年度と比較した伸び率に基づき、さらには消費税増税分も含めた診療報酬改定率も加算

して給付見込み額を算出したものであります。医療給付費を見込むに当たって重要なこと

は、過大、過小にならないことであり、過去の給付実績の状況も考慮しながら見込んだ内

容でございます。なお、一部負担金免除再開に伴う費用につきましては、いまだ検討段階

にありますので、現時点では考慮をしておりません。以上でございます。 

○議長（野田譲議員） よろしいですか。次に、第２号議案について通告がありますので、

発言を許します。 

  ２６番鞠子幸則議員。 

○２６番（鞠子幸則議員） 議席番号２６番、亘理町議会けやきの会の鞠子幸則です。私

は、保険料について３点質問いたします。 

  まず、第１点は財政安定化基金交付金をなぜ７億円しか繰り入れしなかったのかであり

ます。 

  第２点目、所得の少ない者に係る均等割軽減の対象の拡大について、拡大対象者は何人

か。これについては、先ほど８，１００人という答弁がありましたので、これは答える必

要はありません。 

  また、今後所得の少ない者に係る均等割額の軽減の特例措置、いわゆる９割軽減、８．

５割軽減はどうなるのかであります。 

  第３点目、後期高齢者医療制度では、被保険者がふえ、医療費がふえれば自動的に２年

ごとに保険料が引き上がると考えるが、これでよいか答弁をお願いいたします。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。広域連合長。 
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○広域連合長（奥山恵美子） ただいまの鞠子幸則議員のお尋ねにつきましては、事務局か

ら御答弁を申し上げます。 

○議長（野田譲議員） 保険料課長。 

○保険料課長（渡邉正志） 初めに、財政安定化基金交付金７億円についてのお尋ねにお答

えさせていただきます。 

  広域連合といたしましては、活用できる財政安定化基金を保険料抑制に充当する方向で

基金を管理しております宮城県へ要望し、協議を進めてまいりました。しかしながら、宮

城県においては、将来に向けた広域連合の安定的な制度運営や次回改定時における保険料

抑制財源の確保の必要を考慮し、今回の改定時においては２年間で７億円の交付額とされ

たものでございます。広域連合といたしましては、県が管理する基金であることから、こ

れ以上の基金充当はできない状況でございます。 

  次に、所得の少ない者に係る均等割軽減の対象拡大についてのお尋ねにお答え（「それは

答弁はいいです」の声あり）はい。 

  まず、９割、８．５割軽減の特例措置についてですが、この特例措置の継続は、毎年国

の財政措置を踏まえて継続を実施しているものでございますが、現時点では今後も同様と

考えておるところでございます。 

  次に、後期高齢者医療制度での今後の保険料についてのお尋ねにお答えいたします。 

  基本的には、保険料は医療給付費などの費用見込み額と国などの負担金や支援金などの

収入見込み額により算出することになっておりますので、医療給付費が増加傾向にある中

では、保険料も上昇するものと考えられます。しかし、高齢者の医療の確保に関する法律

などの規定により、後期高齢者負担率、剰余金や財政安定化基金の充当額なども考慮する

必要があることから、医療給付費の上昇にあわせて単純に保険料が上昇するわけではござ

いません。以上でございます。 

○議長（野田譲議員） 鞠子議員。 

○２６番（鞠子幸則議員） ２回目ですね。財政安定化基金交付金についてであります。全

国の都道府県が後期高齢者医療制度の保険料を抑制するために財政安定化基金を活用しよ

うとしていることに対して、昨年厚生労働省が「命の短い高齢者に金を使うな」などと言

って圧力をかけています。例えば、厚生労働省高齢者医療課長は、こういうふうに述べて

おります。「これからは、高齢者にどんどん負担を求める時代だ。先の短い高齢者に基金を

使い、保険料を下げるようならば、国の拠出金を引き下げる」と言っております。また、
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厚生労働省高齢者医療課の担当者は、基金を保険料の抑制に使うことは法律上認められて

いると言っておきながら、一方で青森、秋田、東京、岡山、大分、沖縄の取り崩しの多い

ところに来てもらって、相談した基金を取り崩しても、先ほど言われましたけれども、次

回の保険料増加の要因になることを留意してほしいという話をしたというふうなことであ

ります。とんでもない話であります。命の短い方々に財政安定化基金を使って保険料を抑

制するな、こんな圧力をやることは絶対に許されません。こういう圧力があったのです

か、まず答弁をお願いいたします。 

  第２点目、９割、８．５割軽減について、新聞報道だと２０１５年から段階的に廃止す

るというふうに報道されておりますが、これは事実ですか、答弁お願いいたします。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。事務局長。 

○事務局長（栗城盛一） お答え申し上げます。 

  まず、基金の使用に関して国が禁止をしているかということについてでございますが、

その点につきましては、私どもとしては特に指導を受けたことはございません。ほかの広

域連合については、特段その件に関しては情報交換をしておりませんので、ほかの広域連

合については答弁は差し控えさせていただきます。 

  それから、特例措置、先ほど申し上げました９割、８．５割軽減を２７年度から廃止す

るかということにつきましては、現時点では国の予算措置がなされるというふうに聞いて

おりまして、先ほど御答弁申し上げましたとおり、現状では今年度同様軽減措置が行われ

るというふうに理解してございます。以上でございます。 

○議長（野田譲議員） 鞠子議員。 

○２６番（鞠子幸則議員） 宮城県には財政安定化基金の取り崩しについての指導はなかっ

たというふうに言われましたけれども、私どもの小池晃参議院議員が厚生労働省にただし

たところ、これは事実というふうに認めております。ですから、ある県に対してはこうい

う圧力を行っているというのも事実であります。 

  もう１点目、９割、８．５割軽減については、２０１５年から段階的に廃止するという

ふうな厚生労働省の方針でありますので、後で確認お願いいたします。 

  もう１点目、先ほど７５歳以上の人口の増加と医療費が増加して自動的に保険料がはね

上がるわけではないと、それは基金を使ったり財政安定化基金を使ったことによって抑制

すればできると、これも事実でありますけれども、ではお伺いしますけれども、後期高齢

者医療制度は２００８年、平成２０年から始まりました。２００８年、２００９年、いわ
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ゆる平成２０年、２１年度の軽減後の１人当たりの保険料は幾らだったんですか。そし

て、現在の今回の改定と比べてどのくらいの額がふえて、何％ふえたんですか。答弁をお

願いいたします。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。保険料課長。 

○保険料課長（渡邉正志） ただいまの１人当たり保険料のこれまでの推移でございますけ

れども、平成２２年、２３年度の（「いや、２０年度、２１年度」の声あり）申しわけござ

いません、２２年度からの資料しか今お持ちして（「では資料を持ってきて答弁してくださ

い」の声あり）はい、わかりました。 

○議長（野田譲議員） 鞠子議員に申し上げますけれども、質疑の際にきちんとその旨お伝

えしながら質疑をお願いしたいと思います。 

○保険料課長（渡邉正志） 事前通告がございませんでしたので、申しわけございません、

２２年度以降の資料しか手持ちがございませんでした。（「いいです」の声あり） 

○議長（野田譲議員） よろしいですね。次に、第２号議案、第５号議案及び第７号議案に

ついて通告がありますので、発言を許します。 

  １４番出川博一議員。 

○１４番（出川博一議員） 県央会の富谷町議会、出川博一です。 

  それでは、まず第２号議案につきまして、保険料率の算定について３点ほどお尋ねをし

たいと思います。 

  一つは、保険料の引き上げを抑制するためには、剰余金あるいは財政安定化基金交付金

の多い、少ないによることになるわけですけれども、２４年４月改定時と比べ、今回県の

交付金が２２億円少ない。結果として、保険料が大幅引き上げになってしまったと。この

財政安定化基金取り崩しをして、保険料の抑制をすべきではなかったのかお尋ねしたいと

思います。 

  二つ目、議案関係資料５ページにございますけれども、基礎数値が記載されておりまし

て、ここで平成２４年度における保険料改定時の基礎数値見込み等、もう実績出ていると

思いますので、その実績の乖離はどの程度なのかお尋ねしたいと思います。 

  ３点目、参考資料として、保険料率等の積算方法についての概略図が提出されておりま

すけれども、保険料賦課総額の所得割総額と均等割総額は大体半分ずつであると記載され

ております。２２年改定時、２４年改定時、若干所得割総額のウエートは高くなっていま

すが、過去２回とも均等割５４％台、所得割４５％台であったのが、今回の改定では均等
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割５３％、所得割４７％に変化してきております。保険料の均等割、所得割への配分の考

え方と今後の方向性について伺います。 

  次に、第５号議案で、特別会計の補正予算（第２号）の総務費の減額についてお尋ねし

ます。 

  総務費の１３節委託料で１億９，１００万円ほど減で、この総務費の中で率として約２

９％大幅減になっておりますけれども、その要因をお尋ねいたします。 

  最後に、第７号議案の２６年度の特別会計予算で、広報広聴事業について、以前出され

ておりました「広報宮城県後期高齢者医療広域連合」の冊子は、平成２４年４月第１０号

を発行した後、全然発行されておりませんけれども、平成２６年度予算での発行は検討さ

れているのかお尋ねしたいと思います。以上です。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） まず、ただいまの出川博一議員の御質疑にお答えを申し上げ

ます。私からは、財政安定化基金の取り崩しに関連してのお尋ねにお答えを申し上げま

す。 

  財政安定化基金は、保険料収納率の悪化や医療給付費の急激な増加等に対処するため、

県がこれを管理しているものでございますけれども、平成２２年度の法の改正により、保

険料上昇を抑制するために活用ができることとされたものでございます。また、国の指導

によりまして、各年度末には保険料賦課総額の３％に相当する金額を残すことが必要であ

るとされているところでございます。 

  今回の改定に当たりましては、平成２５年度末基金残高を約２１億円になると見込んで

おりますので、残すべき金額を差し引きますと、最大限保険料抑制に活用できるのは約１

４億円となるところでございます。広域連合といたしましては、活用できる財政安定化基

金の全額を保険料抑制に充当するよう、基金を管理しております県へ要望をし、この間協

議を進めてまいったところでございました。 

  しかしながら、県におきましては、広域連合が将来に向けた安定的な制度運営を図る必

要があること、また次回改定時においても保険料抑制の財源を確保しておかなければなら

ない、こういった点を勘案して、今回の改定時においては活用できる額の２分の１である

７億円を交付すると、そのようにされたものでございます。 

  広域連合といたしましては、県が管理する基金でございますことから、これ以上の基金

の充当は困難な状況でございます。私からは以上でございます。 
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  なお、お尋ねの残余につきましては、事務局より御答弁を申し上げます。 

○議長（野田譲議員） 給付課長。 

○給付課長（髙橋秀一） 私からは、前回改定時の医療給付費等総額の見込みと実績の乖離

についてのお尋ねにお答えいたします。 

  決算で確定しております平成２４年度で比較しますと、医療給付費等総額の見込み額に

つきましては２，１６２億５，５００万円でございましたが、実績は２，１３３億９，７

００万円で、額にして２８億５，８００万円の減、率にして１．３２％の減でございまし

た。私からは以上でございます。 

○議長（野田譲議員） 保険料課長。 

○保険料課長（渡邉正志） 私からは、前回改定時の被保険者数と１人当たりの保険料額の

乖離についてのお尋ねにお答えさせていただきます。 

  初めに、被保険者につきましては、試算時見込みの２４年、２５年度の２年間の平均で

２７万５，５００人と見込んでおりましたが、実績につきましては２７万７，２４６人と

なり、その差は１，７４６人の増、率にして０．６％の増でございました。また、軽減後

の１人当たり保険料額は、当初５万５，７５０円と試算しておりましたが、実績は５万

４，７４７円と１，００３円の減、率にして１．８％の減となりました。 

  次に、保険料の均等割、所得割への配分の考え方と今後の方向性についてのお尋ねにお

答えいたします。 

  保険料賦課総額の所得割総額と均等割総額の配分につきましては、高齢者の医療の確保

に関する法律で想定する被保険者の所得が全国平均に近い広域連合では２分の１ずつにな

りますが、その他の場合にはこの割合が変化いたします。当広域連合では、全国平均所得

額を下回っているために、所得割総額の占める割合が低く、均等割総額の占める割合が高

くなっております。今後につきましても、国の規定により算定いたすところでございま

す。私からは以上でございます。 

○議長（野田譲議員） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤賢一） 私からは、初めに総務費の減額について、大幅減額となって

いる要因に関するお尋ねにお答えをいたします。 

  総務費の減額補正は、電算処理業務委託やレセプト点検委託、ジェネリック医薬品差額

通知業務委託につきまして、見積もり徴収及び競争入札執行の結果により、予定した費用

を下回る金額で契約を締結することができたことによるものでございます。その中でも大
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きなものは、保険医療機関等から審査支払い業務を委託している国民健康保険団体連合会

の電算処理委託業務に係るものでございまして、国保連におけますシステム運用の経費削

減が図られたため、当初計上していた額より約１億５，０００万円ほど契約金額が低くな

ったことによるものでございます。 

  次に、広域連合広報の発行に関するお尋ねにお答えをいたします。 

  広域連合広報紙につきましては、平成１９年度から平成２３年度まで、年２回定例会後

に発行いたしており、市町村窓口と医療機関関係者等に配布をしておりました。しかしな

がら、被保険者の皆様への迅速な情報を提供すること、市町村の広報紙と連携することな

どを考慮しながら広報紙のあり方を見直し、平成２４年度からは広域連合のホームページ

や市町村の広報紙を最大限活用し、被保険者の皆様へ適宜情報を提供させていただくこと

にしたものでございます。 

  なお、仮に制度等に関する緊急な情報提供が必要な場合には、被保険者の皆様に直接お

知らせするダイレクトメールや新聞広告等の手段を講じたいと考えているところでござい

ます。以上でございます。 

○議長（野田譲議員） 出川議員。 

○１４番（出川博一議員） 第５議案における保険料に関して、２点ほど追加で質問させて

いただきます。 

  後期高齢者医療給付費準備金、多分これは剰余金に当たるのだと思われるんですけれど

も、平成２４年度末の残高が１６億６，０００万円しかないんですけれども、これを今回

の改定では２６年度を１０億円、２７年度を１０億円と２０億円取り崩すということにな

っております。そういう意味ではほとんどなくなる。ただ、今回の議案書を見ますと、今

回の補正で３０億円の積み増しをするということなんですけれども、それらも踏まえて、

先ほど答弁のございました財政安定化基金の取り崩し７億円、この可能性はあると思われ

るんですけれども、そういうことも含めて２８年度改定時にはおおよそどのぐらいの取り

崩し可能額が見込まれるかお尋ねしたいと思います。 

  それから、二つ目として、先ほどは推定値と実績の乖離があるということで、これは多

分保険料そのものの徴収の残額が残るんだろうというふうに思いますけれども、そこの残

りについては全額給付費準備基金に積み立てになるのかお尋ねしたいと思います。 

  それから、第５号議案につきまして、補正予算の中で、失礼しました、ジェネリック医

薬品差額通知、これは１，０００万円から３００万円に大幅に減額になったわけなんです
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けれども、２６年度予算書を見ますと、ここがまた２５年度と同じく１，０００万円ほど

の計上となっております。その根拠をお尋ねしたいと思います。 

○議長（野田譲議員） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤賢一） それでは、ただいまの出川議員の再質疑にお答えをいたしま

す。 

  まず、１点目でございます。２８年度改定時における剰余金等の残額でございますが、

剰余金等につきましては、今後の医療給付費の状況によるところでございます。あくまで

も推計という形になります。仮にこのままの見込みでいけば、先ほど議員おっしゃったと

おり、剰余金については可能額がゼロという形になると見込んでおります。また、財政安

定化基金につきましても、先ほど御答弁申し上げましたとおり、次回に７億円という形で

残しておりますので、現在のところは７億円と想定をしているところでございます。 

  ２点目の保険料の徴収の残がどのような形で処理されているかということでございます

が、こちらは議員おっしゃったとおり、給付費準備基金のほうへ積み立てをするような形

になっております。こちらのほうは、全て特別会計で剰余が出た場合には給付費準備基金

へ積み立てをいたしまして、医療給付費や次期保険料抑制の財源として充当していくこと

となるためでございます。 

  次に、３点目でございます。ジェネリック医薬品の予算計上の内容でございますが、２

５年度につきましては、ジェネリック医薬品、初めて実施をする事業でございまして、年

１回の予算計上をしていたところでございます。今回補正におきまして減額補正をいたし

ましたが、２６年度におきましては年２回の実施を予定しているところでございますの

で、昨年度と比べて同等の予算計上という形になったところでございます。以上です。 

○議長（野田譲議員） 出川議員。 

○１４番（出川博一議員） 最後ですけれども、今までの答弁をお聞きしまして、今後多分

増大するのだろうと思われる医療給付に関して、結局は保険料に依存しなくてはならない

部分がかなりあるということで、これは保険料がどんどん上がっていくんだろうなという

ことで、非常に危惧されるところなんですけれども、さらにまた今回の軽減者の拡大措置

なんかも見ますと、どうも所得の少ない人に係るこういう拡大も含めて、この制度そのも

のの矛盾の一端を露呈するものではないのかなと。つまり、なかなか収入のない方から保

険料をもらうのは大変で、この制度そのものの維持、これは非常に難しくなるというふう

に私自身は考えるんですけれども、そういう意味では、早晩破綻する可能性もあるのでは
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ないかなと思いますけれども、これは制度としては連合自体どうこうということはできな

いというふうには思うんですけれども、その辺についての当局の見解を求めたいと思いま

す。 

○議長（野田譲議員） 広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） 出川議員の再々の質疑にお答えを申し上げます。 

  議員御承知のとおり、後期高齢者医療制度は将来にわたって持続可能な制度となるよう

にということで、高齢者の皆様はもちろんでありますけれども、現役世代、国、都道府

県、市町村、それぞれ多様な主体が必要な費用を負担し、国民全体によって高齢者医療を

支えるということで創設されたと理解をしております。 

  しかしながら、現在の高齢者の皆様は、必ずしも十分な年金をお持ちの方ばかりではな

いとか、いろいろやはりそれぞれの経済的な状況が違いますので、保険料を御負担いただ

く方と減免になるという方が双方いらっしゃるということは現状事実でございます。 

  しかしながら、かつてのような、全ての方がある一定の年齢になられたときに保険料を

負担しないという制度では立ち行かないということを踏まえての、現在の大変難しい中で

の制度の運用でございますので、私どもとしては、そうした社会の状況を踏まえながら国

民全体としてこの制度をいかに運用すべきかという国会等における議論も注視をしなが

ら、しかし現実に何よりも県内に抱えます２８万の被保険者の皆様が、まずはしっかりと

健康保持ができるよう、その医療の保険制度の運営の安定の確保ということを重要な課題

としながら取り組んでまいりたいと、そのように考えております。 

○議長（野田譲議員） 次に、第７号議案について通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

  １６番久勉議員。 

○１６番（久勉議員） １６番の久です。 

  １点目は、２６年度の特別会計の予算書４１ページで、保健事業、健康保持増進事業費

として５億６，５６０万６，０００円と、これ対前年度と比較しますと３９．５％という

大幅なアップとなっておりますけれども、なぜ４割近いアップになったのかということが

１点目。 

  それから、２点目なんですが、２５年度のはまだ出ていないので何とも言えないんです

が、２４年度、２３年度の健康診査事業の決算書を見ますと、全被保険者数をその対象と

して受診率を出しているわけなんですが、例えばうちの町なんかでは、申し込みをとる際
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に入院なさっている方とかあるいは施設に入っている方は、一応医療の機関にかかってい

るわけですから、その健康診査の対象者数からは外して、大体３割ぐらいの方が定期的に

医療機関にかかっているとか、入院とかあるいは施設に入っているというのがうちの町の

実績ですけれども、そういうふうになっていますので、やはり全被保険者数を対象とする

のはいかがなものかなと思いますので、その点についてお伺いします。 

  それから、３点目なんですけれども、各市町村のレセプトがあるわけですから、そのレ

セプトからほかの市町村と健康度みたいなものが比較できるようなデータを抽出できない

かということ、例えば１人当たりの医療費が高いところ、低いところとかあると思うんで

すけれども、それから１年間に医療機関にかかった日数とか、何かレセプトを活用して市

町村ごとの、一生懸命保健事業に取り組んでいるところとそうでないところとの差が見ら

れるようなデータというんですか、そういったことができないかどうかということをお伺

いいたします。以上です。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） ただいまの久勉議員の質疑につきましては、事務局から御答

弁を申し上げます。 

○議長（野田譲議員） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤賢一） 初めに、保健事業の対前年度比３９．５％増の理由について

のお尋ねにお答えをいたします。 

  平成２６年度の健康診査の目標受診率は、平成２５年度と比べて１％増の２６％と設定

をいたしたところでございます。健康診査は、市町村に委託をして実施しておりますが、

被保険者の皆様に疾病の早期発見や適切な健康管理をしていただくため、より多くの方々

に受診をしていただこうとするもので、それに伴います費用として、これまでの受診実績

と被扶養者の増加見込みなどをもとに、今回あわせて健診項目の追加を行ったため、前年

度と比較して３９．５％の増、１億６，００６万円の増額となったところでございます。 

  次に、受診対象者の把握についてのお尋ねにお答えをいたします。 

  これまでは、議員おっしゃるとおり７５歳以上の被保険者方々を対象としておりまし

た。その中には、長期入院者や施設入所者などの方も含んでおりましたが、平成２５年度

からは、国が示します健康診査事業に対する補助対象基準に合わせ、広域連合の診療報酬

明細書、いわゆるレセプトや、市町村の介護保険サービスデータをもとに、過去６カ月間

継続入院している長期入院者の方々や老人ホーム等入所者の方々を対象外としたというと



 - 23 - 

ころでございます。 

  最後に、健康度の物差しについてのお尋ねにお答えをいたします。 

  現在、広域連合では、診療報酬明細書のデータから市町村ごとの疾病分類を行い、その

結果は市町村に伝達しているところでございます。しかしながら、現在のところ疾病の傾

向や分類など、利用しやすい状態での提供を行ってまいりませんでしたので、今後は、現

在国が被保険者の健康維持のため導入予定の国保データシステムの活用指針などを参考と

しながら、市町村と協議をし、活用方法を検討してまいりたいと考えているところでござ

います。以上でございます。（「了解しました」の声あり） 

○議長（野田譲議員） 次に、３２番千葉勇治議員。 

○３２番（千葉勇治議員） ３２番、けやきの会大郷町議会の千葉勇治でございます。ちょ

っと風邪ぎみでして、マスクをして質問させていただきます。 

  ７号議案について、１番目、歳入の１款１項１目の保険料等の負担金が、前年度対比で

プラスの８．０７％と大幅に増額する中で、２款２項１目の国庫補助金ですが、この調整

交付金は０．４９％とわずかな微増、それから３款２項１目の県財政安定化基金の交付金

は、前年度対比でマイナスの７５．８５％と大幅に減額されております。また、７款１項

の一般会計からの繰入金も、前年度対比でマイナスの２９．５３％と大幅に減額されてお

ります。今説明を聞いておりますと、国の指導の中で、最終的にはその財源の不足すると

ころは被保険者が負担をしなければならないというふうな内容でございますが、改めて今

回のこの減額について、その理由についてお伺いしたいと思います。 

  それから、２番目に療養費の軽減につながるジェネリック薬の積極的な利用につきまし

て、県内医院に広域連合としてさらなる啓蒙活動が必要と考えます。先日、私のところに

寄せられました相談の中に、ある病院に行きましてジェネリックの薬を使用してほしいと

言ったところ、病院の経営にかかわるから、そのような理由があるなら別な病院を利用し

てほしいということで、かなり気分を悪くして帰ってきたという話も聞いております。も

っとこのジェネリック薬の積極的な活用によって、医療費の軽減につながるのではないか

と考えますが、このさらなる活用について、広域連合としてどのように臨む考えなのか、

改めてその考え方をお伺いしたいと思います。 

  ３番目に、４月から消費税がさらに３％アップされまして８％の負担になります。しか

し、これまで社会保障の充実等を口実に消費税の値上げが論議されておりましたが、この

消費税増税によって国に生じる財源が、我々の後期高齢者の負担軽減に２６年度あるいは
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今後どのような形でそれが反映されてくるのか、そのことについて明確な広域連合の認

識、考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） ただいまの千葉勇治議員の質疑につきましては、事務局より

御答弁を申し上げます。 

○議長（野田譲議員） 事務局長。 

○事務局長（栗城盛一） 私からは、消費税増税によって生じる財源が２６年度予算にどう

反映されているかというお尋ねにお答え申し上げます。 

  本年４月からの消費税引き上げによる増税分につきましては、全ての社会保障の充実、

安定化に向けられることとされておりますが、現時点で後期高齢者医療制度関係で具体的

な使い道が示されておりますのは、所得の少ない被保険者に対する保険料軽減措置の拡充

となっておりまして、詳細につきましては、先ほど木村議員の質疑でお答えしたとおりで

ございます。私からは以上でございます。 

○議長（野田譲議員） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤賢一） 私からは、初めに調整交付金、財政安定化基金交付金及び一

般会計繰入金の対前年度比の増減理由についてのお尋ねにお答えをいたします。 

  調整交付金の伸び率が少ない点についてでございますが、調整交付金は全国の広域連合

間の所得格差による保険料収入の不均衡を是正することを目的としており、被保険者の所

得が伸びた場合、調整交付金の交付割合が減少する仕組みとなっているところでございま

す。 

  当広域連合におきましては、被保険者１人当たりの所得額が前年度から５％以上伸びて

いる状況でございまして、それに伴い調整交付金の交付見込みが減少したため、前年度と

比較して少ない増加率となったものでございます。 

  次に、財政安定化基金が大幅に減少している点についてでございますが、保険料の改定

に際し、基金を管理する県と保険料率の上昇を抑制するために取り崩し可能な額について

協議を行ってまいりましたが、県からは今後の財政運営上のリスクなどを踏まえた結果、

交付可能額を２カ年度で７億円とする旨の回答が示されたことから、２６年度予算につき

ましても、その半額３億５，０００万円を計上したところでございます。 

  次に、一般会計繰入金が大幅に減少している点についてでございますが、歳出におきま

して、電算委託料を前年度から約２億円節減できたため、１款の総務費全体で約２９％の
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減額となり、その財源である一般会計繰入金も減少したものでございます。なお、一般会

計繰入金は市町村からの事務費負担金を原資としております。保険料を充当すべき医療給

付費等を除いた電算処理経費等に充てているところでございます。 

  続きまして、平成２６年度におけるジェネリック医薬品の普及促進に向けた具体的な取

り組みについてにお答えをいたします。 

  当広域連合では、平成２５年度からジェネリック医薬品差額通知事業として、ジェネリ

ック医薬品への切りかえが可能な被保険者の皆様に対し、実際に切りかえた場合の一部負

担金の節減額の目安等をお知らせしているところでございます。２６年度におきまして

は、より多くの被保険者の皆様に意識の啓発を図るため、お知らせする回数を２回にふや

し、一層の医療費の適正化に取り組む予定としております。 

  また、議員から御指摘のありました県内医療機関への啓蒙につきましては、国や県、さ

らには保険者協議会を構成する健康保険組合や協会健保、市町村国保などの各保険者と連

携をして対応してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。 

○議長（野田譲議員） よろしいですか。千葉勇治議員。 

○３２番（千葉勇治議員） 全ての社会保障の安定化のために今回の消費税増税があるとい

うことですが、例えば消費税に回されたのは、所得の少ない方々が、いわゆる今回第７号

議案で提案されている軽減策の分については、消費税が回されたような話でございます

が、全体的に見た場合に、前年対比で保険料が８％以上上がっているわけです。そうした

場合に、確かにそういう消費税で来るかどうかわかりませんが、この宮城県内における被

保険者の負担は８％も上がると、この上がるということ自体が、もう消費税そのものを増

税することによって、受益者はその恩恵は見えないんです。もっと連合長として、その使

い方について声を大にして国に要求すべきだと思うんですが、そのような経過がこれまで

あるんでしょうか。その辺をお伺いしたいと思います。 

  それから、今ジェネリック薬の使い方について、被保険者にいろいろ安くなるんだとい

うことを説明しているということでございますが、その被保険者が医療機関に行ってそれ

をお願いすると、冷たくあしらわれるということも実際あるわけです。そうした場合に、

それをどのように解消してその声に応えていくか、対応してもらうか、そこはやはり広域

連合がもっと頑張ってもらわないと、この問題についてはなかなか解決しないのではない

かと思うんですが、その辺についてもう少し突っ込んだ指導が、医療費全体の、療養費全

体の軽減につながるのではないかと思うんです。その辺について御答弁お願いします。 
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○議長（野田譲議員） 広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） まず、消費税の増税と社会保障にその経費を充てるというこ

とについてのお尋ねでございます。消費税の増税は、これは全ての社会保障の必要となる

関連経費に充てていくという話でございまして、それは御承知のとおりでございます。し

かし、その社会保障の具体的な、大変対象となる社会保障の分野も広うございます。年

金、またここにあります後期高齢者医療、国民健康保険、さまざまな社会保障があります

し、さらに今回は、これまで考えられてこなかった中で、新たに子供支援、子ども・子育

て新制度など、そちらの部分についてもこの経費を充てていくというようなことも示され

ているところでございます。そうした中で、私どもはこの後期高齢者医療の制度の安定的

な運営ということを鑑みまして、先ほど来お答えを申し上げておりますように、この間再

三再四にわたりまして、広域連合としてもこのような国の支援が欲しいというようなこと

については、たび重ねて申し入れをしてきているところでございまして、それについては

引き続き、今後の国等の審議も踏まえながらしっかりと要望してまいりたいと、そして消

費税の増税、これはやはり国民全体で担っていただくものですので、その増税の結果、社

会保障が安定的に運営されたという実感が国民の中に感じられるように、私どももそのた

めに力を尽くしていきたいというふうに考えるところでございます。 

  それから、医療機関におけるジェネリック医薬品の使用について、受け入れていただけ

なかったということでございます。先ほど担当のほうからも御答弁申し上げましたけれど

も、やはり個別の情報等を御存じのものについては、御提供いただける場合は御提供いた

だきまして、我々もそれをさまざまな医療機関に対する県もしくは国、また広域連合とし

て可能な形の申し入れ、さまざまな手段を検討させていただきまして、適正な運営が図ら

れるように関係機関とともに努力をしてまいりたいと考えてございます。 

○議長（野田譲議員） 千葉勇治議員。 

○３２番（千葉勇治議員） 確かに、消費税増税は幅広く、いろいろ広い社会保障のために

使うということで、しからば後期高齢者に幾ら、年金に幾らとすみ分けをするような、せ

めて明細を出すべきです。それを出していませんね。先日の国会の議論を見ております

と、はっきりしたのが、８兆円を国民から吸い上げて、２０兆円の金を財界にサービスし

ていくと、これだけはっきりしている中で、私は本当に社会保障に回るかどうか甚だ疑問

だと思います。その辺については、もっと連合側としてもある面では被害の立場になるか

もしれませんが、もう少し厳しく、今連合長もその辺については声を出していくといった
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答弁されておりますが、もう一度今回のこのような８兆円を吸い上げ２０兆円を大企業に

ばらまくという、そのようなやり方を改めるような姿勢の中にもう少し視点を置かない

と、本当に７５歳以上の方々の独立した医療体系やっていかれますと、さっき前者が質問

されましたが、本当にその方々だけでやっていったら、これは最高の負担の増額になっ

て、最終的には安定した保障を図るといいながらも、安定どころかこの医療費を払うこと

ができなくなって、高齢者が病院にもかかれなくなると、それが見えているんですよ。で

すから、その辺については強く広域連合として私は臨んでほしいとお願いします。ぜひ答

弁をお願いします。 

○議長（野田譲議員） 広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） 税額総額に対するそれぞれの社会保障の各目的別の経費がど

のようであるべきかということは、これは広範な議論が必要であると考えてございまし

て、国におきまして、国会等において十分な議論が深められるべきと考えてございます。

また、もちろん私どももその制度の一端を担う者といたしまして、その議論につきまして

は十分にこれを注視してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（野田譲議員） 次に、第１号議案について通告がありますので、発言を許します。 

  ７番米澤まき子議員。 

○７番（米澤まき子議員） ７番、県央会の米澤まき子でございます。私の今回の質疑にお

きましては、昨年の多賀城市議会９月定例会におきまして出された質疑の内容を、この場

において私からも質問させていただきます。 

  まず、初めに広域連合と市町村の事務分担についてです。後期高齢者医療制度の運営に

当たって、広域連合と市町村は運営にかかわる事務を分担して行うよう法令で定められて

いると思います。具体的にはどのように分担されているか、まず１点伺います。 

  そして、２番目の運営のあり方の見直しについてですが、後期高齢者医療制度について

は、広域連合と市町村の役割を含め、被保険者から見て煩雑なものとなっているように思

われます。現在、社会保障改革プログラム法で、国民健康保険においては保険者を県に移

行する方向で進んでいるようでありますが、後期高齢者医療制度においても、事務的作業

のみで主体的な取り組みを行うことができなければ、運営のあり方を見直すべきではない

かと思われます。広域連合長の所見を伺います。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） ただいまの米澤まき子議員の質疑にお答えを申し上げます。 
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  私からは、運営のあり方の見直しについてのお尋ねにお答えを申し上げます。 

  現在、社会保障改革プログラム法に基づき、国民健康保険におきまして、議員が御指摘

のような医療改革が進められようとしているところでございます。内容につきましては、

国と都道府県及び市町村の今後の協議において決まるということでありまして、今年の夏

にも中間報告がなされると聞き及んでいるところでございます。 

  一方、後期高齢者医療制度につきましては、老人保健制度の問題点、課題等を解消すべ

く、持続可能な制度としてこれが施行されていると認識をいたしてございます。 

  プログラム法では、今後実施されます低所得者に対する負担の軽減と、また被用者保険

者に係る総報酬割の導入が記載されるにとどまっておりますことから、これらの検討の行

方を注意深く見守りながら、運営のあり方について遺漏のないように取り組んでまいりた

いと考えているところでございます。 

  私からは以上でございますが、お尋ねの残余につきましては事務局から御答弁を申し上

げます。 

○議長（野田譲議員） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤賢一） 私からは、広域連合と市町村の具体的な事務分担についての

お尋ねにお答えをいたします。 

  後期高齢者医療制度を運営するに当たりまして、この事務分担でございますが、大きく

分けまして被保険者に直接接する業務を市町村が行っており、それ以外を広域連合で分担

しているところでございます。具体的には、被保険者証の交付、医療給付費の申請及び届

け出の受付、保険料の徴収は市町村が行っており、被保険者の資格の確認、医療給付の審

査及び支払い、保険料の賦課決定を広域連合が担当しているところでございます。以上で

ございます。 

○議長（野田譲議員） 米澤議員。 

○７番（米澤まき子議員） 市町村は直接被保険者と接するいわゆる窓口業務ということで

したね。市町村は独自の裁量権限を持っているのか、もう１点伺いたいと思います。 

○議長（野田譲議員） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤賢一） ただいまの米澤議員の再質疑についてお答えをいたします。 

  市町村の独自の権限でございますが、先ほど申し上げたとおり、事務につきましては法

令等で定められておりますので、裁量権限等はございません。ただし、保険料滞納におけ

ます短期被保険者証交付につきましては、被保険者との接触機会の確保等がございますの
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で、市町村の判断に委ねているところでございます。以上です。 

○議長（野田譲議員） 米澤議員。 

○７番（米澤まき子議員） 先ほどの広域連合長の運営のあり方の見直しについては、では

国保が落ち着いてからというふうに私どもも受けとめてまいりますので、私どもも今後の

動向にも注視していきたいと思います。私からは以上でございます。 

○議長（野田譲議員） これにて質疑を終結いたします。 

  これより順次討論、採決を行います。 

  まず、日程第４、第１号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例の一部を

改正する条例については、討論の通告がありませんので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野田譲議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第１号議案は原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第５、第２号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

  ２６番鞠子幸則議員。 

○２６番（鞠子幸則議員） 私は反対討論を行います。 

  現在、全国で約１，５００万人、宮城県で約２８万５，０００人が加入している後期高

齢者医療制度は、２００８年４月、自民、公明政権が構造改革路線に基づく医療大改悪の

柱として導入しました。７５歳になったとたん、これまで加入していた公的な医療保険か

ら無理やり切り離され、別立ての医療保険制度に囲い込み、負担増と差別医療を押しつけ

る世界でも例のない高齢者いじめの仕組みです。 

  制度開始直後には、うば捨て山と国民の怒りがわき起こり、自公政権は保険料軽減や差

別診療会計の停止など、部分的な手直しを行いましたが、制度の根幹は温存されました。

２００９年総選挙で廃止を公約した民主党は、政権につくと公約を投げ捨て、国民の願い

を踏みにじってきました。自公民３党などからは、改善されていると制度存続を正当化す

る意見も出されていますが、余りにも実態を無視した現実からかけ離れた認識です。保険

料は改定のたびに引き上げられました。７５歳以上人口の増加と医療費増が保険料に直接

はね返る仕組みになっているからです。今後もさらに引き上がることは避けられません。 
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  保険料を払えない滞納者は、毎年全国で２５万人を下回らず高どまりしています。公的

年金からの保険料天引き対象外となっている低年金、無年金の高齢者には重い負担となっ

ていることは明らかです。しかも、今回の保険料の引き上げは、年金の削減、４月からの

消費税増税になれば高齢者にとってはトリプルパンチです。 

  県に設置している財政安定化基金は約２０億円あります。これを最大限活用するなど、

引き上げ回避に全力を挙げる必要があります。実際、秋田県では今回の保険料を据え置い

ております。宮城県では、東日本大震災から３年近くになりますが、後期高齢者をはじ

め、いまだに９万人の方々が仮設住宅など不自由な避難生活を送っています。こうした中

での保険料の引き上げは、到底容認できません。病気にかかりがちな上、収入の手段も限

られている高齢者だけを一つの医療制度に集め、負担増か給付減かを迫る制度の破綻はい

よいよ明らかであります。高齢者をお荷物扱いする政治には未来はありません。後期高齢

者医療制度は廃止するしかありません。以上を述べて反対討論といたします。 

○議長（野田譲議員） 次に、２番浅野敏江議員。 

○２番（浅野敏江議員） 塩竈市選出の浅野です。私は第２号議案、宮城県後期高齢者医療

広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討

論をいたします。 

  御承知のとおり、後期高齢者医療制度は、少子高齢化社会の中で増大する高齢者の医療

費を国民全体で支え、またこれまでの老人保健制度が抱える幾多の問題点を解決しようと

する制度です。 

  後期高齢者医療費については、制度上国、県、市町村の公費負担、現役世代からの支援

金と被保険者からの保険料で賄うものとされています。宮城県においても、医療の高度

化、高齢化の進展による後期高齢者の医療費の増加に伴い、公費負担や現役世代からの支

援金の増加、高齢者負担率の増加等が懸念されますが、制度上また公平性の観点からも保

険料の一定程度の上昇はやむを得ないものと理解します。 

  しかし、年金の減額など被保険者の所得が減少傾向にある中、保険料の改定に当たって

は被保険者の生活への影響についても十分に配慮する必要があります。このような中、今

回の条例改正にあります平成２６年、平成２７年度の保険料については、算定資料にあり

ますように、２年間の財政運営期間に必要な医療給付に要する必要額から、国、県、市町

村からの公費負担金、現役世代からの支援金などの収入を差し引いて保険料必要額を適正

に見込み、保険料率を算定したものであります。また、保険料率算定に当たっては、医療
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費の増加に伴って保険料率の上昇が見込まれる中、県に造成しています財政安定化基金最

大７億円、広域連合における特別会計の剰余金２０億円を活用することとし、可能な限り

最大限の額を保険料率上昇抑制のために活用し、被保険者の負担軽減を図る内容となって

いると理解するものです。 

  さらに、これまで行ってきた被扶養者の均等割９割軽減、あるいは所得の少ない方に対

する７割軽減、８．５割軽減という特別軽減の継続、そしてさらなる低所得者の負担軽減

のため、５割及び２割軽減の対象者の拡大を図り、実施することとしています。また、保

険料の賦課限度額を５５万円から５７万円に引き上げることもしており、中・低所得者層

の負担軽減対策も図られています。医療費が増大する中、国の軽減処置に加え、剰余金等

の活用により保険料率の上昇抑制対策、また保険料賦課限度額の引き上げの実施等、低所

得者対策にも十分に配慮した条例の改正と思われます。 

  よって、第２号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例につきましては、賛成するものであります。同僚議員各位の御賛同を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（野田譲議員） これにて討論を終結いたします。 

  これより第２号議案について起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議長（野田譲議員） 起立多数であります。 

  よって、第２号議案は原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第６、第３号議案、後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する

条例については、討論の通告がありませんので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野田譲議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第３号議案は原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第７、第４号議案、平成２５年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補

正予算（第２号）及び日程第８、第５号議案、平成２５年度宮城県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の２件については、討論の通告がありませ
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んので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております第４号議案及び第５号議案の２件については、一括して

採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野田譲議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第４号議案及び第５号議案の２件を一括して採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  第４号議案及び第５号議案の２件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野田譲議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第４号議案及び第５号議案の２件は原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第９、第６号議案、平成２６年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計予

算については、討論の通告がありませんので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野田譲議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第６号議案は原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第１０、第７号議案、平成２６年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計予算に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

  ３２番千葉勇治議員。 

○３２番（千葉勇治議員） 私は、第７号議案、平成２６年度宮城県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療特別会計予算について、反対の立場で討論いたします。 

  先ほども質疑いたしましたが、歳入については、市町村の負担金の中でとりわけ保険料

等の負担金が前年度対比で８．０７％と大幅に増額されている割に、国庫補助金の調整交

付金がわずか０．４９％の伸びで、余りにも少なすぎます。また、県の財政安定化基金か

らの支出金は、前年度対比で、国からの指導というふうな話もあるようですが、マイナス

の７５．８５％と大幅に減額されており、県からの財政安定化基金交付金の取り崩しによ

る増額を求めるものであります。 
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  社会保障充実等を口実にした消費税増税による被保険者の負担が軽減されるどころか、

反対に大幅増になっているのが今回の平成２６年度後期高齢者医療特別会計予算でありま

す。それでなくても、被保険者は年金の引き下げや４月からの消費税増税で二重の負担増

で苦しんでいるときに、国、県の負担軽減でその分を被保険者に転嫁することに強く抗議

し、国、県からの一層の財政負担を要求し、第７号議案に反対するものであります。終わ

ります。 

○議長（野田譲議員） 次に、２番浅野敏江議員。 

○２番（浅野敏江議員） 第７号議案、平成２６年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計予算について、賛成の立場から討論を行います。 

  後期高齢者医療制度は、高齢化の急激な進展により増大する高齢者の医療費を国民全体

で支え、またこれまでの老人保健制度が抱える幾多の問題点を解決することを目的とし、

およそ１０年という長い年月をかけて創設されました。間もなく制度開始以来丸６年を迎

える中で、高齢者の方々にもおおむね定着し、安定した制度運営がなされていると思われ

ます。 

  こうした中での平成２６年度後期高齢者医療特別会計予算は、歳出におきましては、被

保険者の皆様が必要とする医療を提供するための医療給付費等をはじめ、被保険者の健康

の保持、増進を図るための保健事業費、被保険者証の作成に係る経費、広域連合の電算シ

ステムの経費など、平成２６年度における被保険者数や医療費の見込みなどを勘案した上

で、制度を運営するための経費が適切に計上されており、被保険者の皆様にとっては必要

不可欠の予算であります。また、これらに係る歳入としましては、国をはじめ県負担金、

市町村負担金、そして現役世代からの支援金があります。支払基金交付金などが法令で定

められた負担割合に応じ、歳出に合わせた形で適切に的確に計上されているものと認めら

れます。 

  先ほどの反対者の意見では、国や県の負担が不十分であり、一層の財政負担を求める上

から今議案に反対する趣旨の御発言が聞こえましたが、果たしてそれが妥当な理由と言え

るでしょうか。現在の置かれている状況の中で、法令に基づく制度を運営することが医療

保険者としての役割であり、制度に対する抗議や要望と予算の成立は全く別の議題です。

安易な予算の否決により医療に空白を生じさせ、県内２８万人の被保険者の皆様を混乱に

陥れることは、絶対に許されるものではありません。広域連合長はじめ事務局の皆様に

は、市町村との緊密な連携を図り、制度の適切かつ安定的な運営に全力で取り組んでいた
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だきたいと思います。 

  よって、引き続き高齢者の皆様が安心して医療を受けられる制度を運営していくため、

第７号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算に賛成するもの

であります。同僚議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、賛成討論とい

たします。 

○議長（野田譲議員） これにて討論を終結いたします。 

  これより第７号議案について起立により採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議長（野田譲議員） 起立多数であります。 

  よって、第７号議案は原案のとおり可決されました。 

                                           

     日程第１１ 一般質問 

○議長（野田譲議員） 日程第１１、一般質問を行います。 

  質問通告者は２名であります。 

  申し合わせにより、発言時間は答弁を含め１人３０分以内とし、質問回数は３回までと

いたします。また、各グループにおける配分時間を考慮の上、これを超過しないよう御協

力をお願いいたします。 

  通告順に発言を許します。６番三浦善浩議員。 

○６番（三浦善浩議員） ６番、栗原市の三浦善浩でございます。県北の会を代表いたしま

して一般質問をさせていただきます。 

  去る平成２４年の第１回定例会において、５カ年にわたる第２次広域計画が決まりまし

た。その後、御案内のとおり国内外の社会情勢は大きく変化をしております。一昨年の１

２月には、民主党から自公連立への政権交代がありました。また、社会保障と税の一体改

革では、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の成立や、

この４月から消費税増税など、まさに激動のさなか、さまざまな影響を受けながらも２年

が経過した第２次広域計画について、これまでの評価と今後の見通しについてを伺いま

す。 

  次に、保健事業の効果についてお尋ねをいたします。 

  県内における高齢化の進行と医療費の増加は、深刻の度を増しております。そこで、広
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域連合で行っている保健事業、いわゆる健康診査、歯科健診、保健指導などが医療費の低

減にどの程度効果をもたらしているのか伺います。以上の２点について、連合長の御答弁

を願います。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） ただいまの三浦善浩議員の一般質問にお答えを申し上げま

す。 

  私からは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の影響

などにつきまして、この件のお尋ねにお答えを申し上げます。 

  この法律、いわゆるプログラム法におきましては、今後実施される低所得者に対する負

担軽減及び被用者保険者に係る総報酬割の導入、これらが記載されるにとどまっておりま

して、現在のところ詳細の内容につきましては不明な状況でございます。御指摘のよう

に、大変重要な課題となりますので、今後検討の議論や制度改正の行方をしっかりと見守

りながら、慎重に対処をしてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。 

  なお、お尋ねの残余につきましては、事務局から御答弁を申し上げます。 

○議長（野田譲議員） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤賢一） 私からは、第２次広域計画の評価についてのお尋ねにお答え

をいたします。 

  広域計画につきましては、広域連合と広域連合を組織する市町村の事務処理の指針とす

るために定めており、相互に役割分担を行うとともに、調整を図りながら、高齢者医療の

事務を総合的かつ計画的に行い、被保険者の皆様が安心して医療を受けられるよう制度を

確実に運営することが目標でございます。基本方針として、後期高齢者医療制度の円滑な

施行と安定的な運営を図るために、市町村との連携と協力、さらには住民の理解と協力の

推進を図っていることを定めているところでございます。 

  間もなく制度も丸６年を迎えますが、これまで計画に沿って運営されてきていると考え

ておりますが、今後も市町村と連携をしながら、広域計画の推進に努力してまいりたいと

考えているところでございます。 

  次に、保健事業の効果の確認についてのお尋ねにお答えいたします。 

  保健事業は、生活習慣病などを軽症のうちに発見し重症化を防ぐとともに、クオリテ

ィ・オブ・ライフ、いわゆる一人一人の人生の生活の質を確保し、自立した日常生活を営

むことができるよう、生活機能低下を予防するもので、健康診査や歯科健診などを実施し
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ているところでございます。 

  保健事業における効果につきましては、長期的に健康の維持向上を図ることで医療費が

低減することにあらわれると考えられますが、被保険者の皆様方の個々のデータまでは分

析を行っておりませんので、明確な効果検証はできていないところではありますが、被保

険者の皆様に健康維持の大切さを認識していただくことはできているものと考えていると

ころでございます。なお、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、国が健康保持増進

計画の作成、事業実施、評価等を定める後期保健事業実施指針を作成中であり、今後はそ

の指針に基づき効果検証を行ってまいりたいと考えているところでございます。以上でご

ざいます。 

○議長（野田譲議員） 三浦議員。 

○６番（三浦善浩議員） おおむね了解いたしました。１点だけ、健康診査の方法というの

は、各自治体、市町村に委託していると思うんですけれども、例えばその実施の形態を一

覧できるような方法とか、そういうものはなされておりますか。 

○議長（野田譲議員） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤賢一） ただいまの三浦議員の再質問にお答えいたします。 

  保健事業の実施等の一覧でございますが、実施に当たり担当者会議等を開きまして、そ

れぞれの市町村の取り組み状況の一覧表を作成、配付するなどしながら、いろいろと情報

交換をしているところでございます。以上です。 

○議長（野田譲議員） 三浦議員。 

○６番（三浦善浩議員） はい、わかりました。今後とも市町村との連携を緊密にとってい

ただきまして、事業を推進していただくよう望みまして質問を終わります。 

○議長（野田譲議員） 次に、３１番歌川渡議員。 

○３１番（歌川渡議員） ３１番、七ヶ浜選出の歌川渡でございます。グループけやきの会

を代表して質問いたします。 

  岩手県、宮城県、福島県の被災３県の中で、我が宮城県だけが昨年度末で打ち切った被

災された方への医療費の医療機関での窓口一部負担免除を、被災者の願いに寄り添い再開

することを求めるものであります。 

  私ども日本共産党議員団会派けやきの会は、２０１２年２月末で打ち切られた入院時食

事療養費等の被災者の免除延長を求めた２０１２年２月定例会から、定例会のたびに、連

合長をはじめ国及び県に対し免除の継続を求める活動をしてまいりました。昨年１２月２
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７日、被災地訪問した安倍首相は、多賀城市での記者会見で、被災した市町村の国民健康

保険に対し、医療費が増加した市町村に、今年度から３年間財政支援を行うことを発表し

ました。少し明るい話であります。１月８日、宮城県は今回の国の財政支援を受け、県内

市町村に対し国保加入者の医療費窓口負担の免除措置の再開の財源として活用するよう求

めております。しかし、広域連合長でもある奥山仙台市長は、１月１４日の記者会見で再

開に慎重な姿勢を示しました。１月２２日には、仙台市議会の自民、公明、民主、社民の

各党計５会派が、奥山市長に医療費免除の再開を求める要望書を提出しております。この

声に後押しされてなのか、奥山仙台市長も県市長会、県町村会を代表して県に財政支援を

要望するなど、免除再開に大きな一歩を踏み出しております。このとき、広域連合議会も

県に対し、同様の支援を求める行動を行っています。被災者への免除が打ち切られた後の

県内市町村長の総意による県への支援行動は、被災者にとって心強いものになっておりま

す。県市長会長としての奥山連合長のこの取り組みを評価するとともに、免除再開実現の

ために引き続き最善の努力を尽くすことを求めるものであります。 

  そこで、以下の５点伺いますが、詳細には７点になります。 

  まず、第１点は、健康へのリスクが高い高齢者への医療費一部負担免除こそ先んじて再

開すべきではないかという質問であります。被災された現役世代の国保加入者の減免措置

はもちろん必要でありますが、医療費用額等を勘案すると、健康へのリスクは現役世代よ

り高齢者の方が高いことが、各市町村国民健康保険事業の結果から照らしても明らかで、

今議会の議案関係資料に、平成２５年度の被保険者１人当たりの医療費見込み額が約７７

万２，０００円とありました。私どもの七ヶ浜町の２４年度の国民健康保険事業での被保

険者１人当たりの医療給付費は約２８万７，０００円、その他の諸費用を含めても約４６

万５，０００円であります。ちなみに、仙台市の２３年度決算での被保険者１人当たりの

医療給付費は２６万２，０００円であります。高齢者への医療費一部負担免除こそが、高

齢者の健康または病状の悪化防止につながり、後期高齢者医療事業での医療費軽減に寄与

するものではないかと思われますが、連合長の考えを伺うものであります。 

  ２点は、県に対し、県内市町村の総意としてこれまでにない財政支援要請を行っており

ます。仙台市長でもあります奥山連合長が、このように駆り立てたとでもいいますか、行

動を起こさなければと思い立ったもの、その原因は何でしょうか。また、みずから被災者

からの声も聞いているかと思います。実感したことや、市長会や町村会を通じて後期高齢

者の免除再開に対する各市町村の取り組み状況などについて伺うものであります。 



 - 38 - 

  第２点目の２として、県の対応について伺います。県は各市町村に対して、国からの支

援拡大分を国民健康保険加入被災者支援に有効活用するよう呼びかけましたが、国からの

支援拡充分については後期高齢者医療と介護保険事業は該当しない、財政支援がないと言

われております。県の要請後、広域連合への被災者に対する財政支援について、県はどの

ような対応をしているのか伺うものであります。県の調整交付金内での運用ということで

もありますが、昨日の記者会見での話も含め説明を求めるものであります。 

  第３点は、国は被災市町村の国民健康保険事業の医療費増、国保財政の収入減少と被災

者の租税軽減と生活再建に配慮し、医療費への支援拡充が必要と認め、措置期間を３年間

としました。国民健康保険だけでの減免再開となれば、年金生活世帯で夫は後期高齢者医

療で有料になり、妻は国民健康保険で減免となるなど、世帯内での不公平が生じることに

なりかねません。被災者間の整合のためにも、全被災者の免除再開と、国に対して３年間

延長に伴う財政支援の拡充と、県に対しては３年間の上乗せ支援を求め、被災者が健康で

生活再建できるよう見守り努力することが必要と思われますが、その考えはありません

か。 

  第４点は、被災者医療費窓口免除の再開に要する年間費用は幾らになるのでしょうか、

伺うものであります。 

  第４点の２として、これまで県は、支援は難しいという態度でありますが、今回の財政

支援要請に当たって、県からの財政支援に充当する財源があり、十分可能と考えているの

でしょうか。日本共産党県議団は、この間の県議会の審議の中で、県が免除支援に充当で

きる財源が１，０００億円を超す基金があることを示しております。活用できる財源とし

て、財政調整基金２８３億円、地域整備推進基金１９６億円、東日本大震災復興基金２５

９億円などであります。連合長は、県に対しどのような財源活用を行えば再開可能と考え

ているのでしょうか。財源についての説明を求めたいと思います。 

  第５点は、１月２８日の奥山市長の記者会見での発言がありますが、被災者への医療支

援には国民健康保険、介護保険もあります。これまで被災者が受けられた減免で、一方が

対象外となれば、被災者支援に整合性がなく、市町村での再開に支障を来すことになりか

ねません。３点セットとして財政支援を求めるべきと思いますが、連合長の考えを伺いま

す。連合長の高齢者に対する敬愛の施策の実施を求め、質問とさせていただきます。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。広域連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） ただいまの歌川渡議員の一般質問につきましては、事務局か
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ら御答弁を申し上げます。 

○議長（野田譲議員） 事務局長。 

○事務局長（栗城盛一） 初めに、高齢者の健康リスクについてのお尋ねにお答えを申し上

げます。 

  一般的に、年齢を重ねるに従いまして病気に罹患しやすく、転倒などによるけがの危険

性が高まると言われてございます。そのため、我が国におきましては、前期高齢者の医療

費に係る医療保険者からの費用負担調整、後期高齢者医療制度、さらには介護保険制度に

より高齢者の健康を全国民で支えているものと認識いたしてございます。 

  続きまして、医療費の一部負担金免除措置再開のための取り組み経過についてお答えを

申し上げます。 

  先日の市長会、町村会の連名による県に財政支援を求める要望書の提出につきまして

は、当広域連合の所管外でございますので答弁を差し控えさせていただきたいと存じま

す。 

  経過につきましてでございますが、災害の発生から３年近く経過する中で、現在も各市

町村では、被災者支援をはじめ復旧、復興に向けて懸命に取り組んでいるところでござい

ます。県の対応につきましては、以前から医療費一部負担金免除措置に関する支援は行わ

ないという姿勢で一貫している状況でございまして、当広域連合からの要望書が提出され

た後も姿勢に変更はございません。 

  続きまして、財政支援についてのお尋ねにお答え申し上げます。 

  昨年末に、国は国民健康保険財政に対する財政支援を表明いたしましたが、後期高齢者

医療制度については何も示されませんでした。このことから、今後も全国広域連合協議会

を通じまして、新たな財政支援の拡充を国に対して要望してまいりたいと考えてございま

す。 

  続きまして、免除再開の費用についてのお尋ねでございます。一部負担金免除に要する

費用につきましては、対象者等の要件をどのように設定するかということによりまして金

額が大きく異なってまいりますため、一概にはお答えできません。それと、平成２４年度

の一部負担金免除の経費については、約６４億円を要してございます。県についての財源

についてもお尋ねがございましたが、県の財源につきましては、あくまでも県が判断する

ものと考えてございます。 

  続きまして、後期高齢者医療制度、国民健康保険、介護保険制度の三つのセットとして
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財政支援を求めていくのかというお尋ねにお答えを申し上げます。 

  被災された方々の立場で考えますと、やはり三つの制度においてそれぞれ被災者支援が

行われることが望ましいものと考えてございます。私ども広域連合といたしましては、国

民健康保険や介護保険の保険者である各市町村の動向に注意を払いながら、適切に検討し

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（野田譲議員） 歌川議員。 

○３１番（歌川渡議員） 再質問させていただきます。 

  まず、第１点目について質問させていただきます。 

  厚生労働省の２０１０年調査した第２１回日本人の生命表という統計がありますが、そ

こでも顕著に高齢者ほど健康のリスクが高いという資料が示されております。それを見ま

すと、男性については７０歳で生存率９８．２％が、７５歳で９６％台までに低下し、女

性についても７０歳で生存率が９９．２％、７５歳になると９８％までそれぞれ急激に低

下しております。ましてや、震災当日のトラウマを抱え、また仮設生活での心身的なスト

レスなどで、健康維持のために病気になる病状の受診、治療が必要な年代と思われます

が、連合長はどのように思われますか。 

  また、後期高齢者医療などでの市町村ごとの受診件数や医療給付費が統計的に出ていな

いので、我が七ヶ浜町の国保事業での年別にかかわる月平均の受診件数と医療給付につい

て少し紹介したいと思います。平成２４年度の月平均の受診件数が７，２６０件で、免除

打ち切りからこの１月までの月平均受診件数が７，１９６件と、月５４件減少しておりま

す。医療給付費についても、月平均で見ますと２４年度では１億３，３５６万円が、２５

年度には１億３，０３９万円と減少して、今も回復していない状況であります。被災者の

受診抑制のあらわれであります。さらに特徴なのは、免除打ち切り月が７，５８６件と駆

け込み受診が見られ、翌４月には６，８０５件と急減少しております。このことから見ま

すと、受診抑制による被災者の今後の病状の悪化が医療費増加になるなど懸念されること

が心配されるのではないでしょうか。このことからも免除再開すべきと思いますが、連合

長いかがでしょうか。 

  第２点目について再質問させていただきます。 

  昨日、今日の民間紙を見ますと、村井県知事は医療費事業を支援する県調整交付金を充

て、市町村ごとに対応にばらばらが生じないよう調整する考えを示したと報じられ、村井

県知事は今なお免除再開への独自の財政支援に応じない態度であります。この報道を見ま
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すと、昨年１２月６日の県議会本会議で、日本共産党の横田有史県議への答弁で、これま

での答弁を若干変え、医療費等の免除復活に最大限、最優先で頑張るという言葉は一体何

だったのでしょうか。村井県知事の被災者への無慈悲な姿勢に怒りを感じるものでありま

す。このような村井県知事の姿勢について、奥山連合長はどのような思いを感じているの

かお聞かせください。以上です。 

○議長（野田譲議員） 答弁願います。連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） 歌川議員から再度の３点のお尋ねがございました。１点は、

高齢者の健康リスクということをどう考えるかということでございます。最前、事務局長

から御答弁申し上げましたとおり、やはり年齢を重ねるに従いまして、人は病気にもかか

りやすくなり、またさまざまなけがなどの危険性も高まる、これは私も認識を同様と持っ

ているところでございます。 

  ２点目でございます。免除の再開ということでございます。免除の再開につきまして

は、私どももそれを財政措置が国によって従前に果たされることを前提に、これはかねて

から希望してきたところでございまして、ひとえに私どもの苦慮いたします点は、その国

に私どもが持っております要望が、国から認められていないというところでございます。 

  また、それとあわせて県の対応についてのお尋ねでございます。今般、後期高齢者医療

広域連合議会におかれましても、県に対してこの要望を出されたということを、先ほども

お話を伺って御報告のあったところでございます。その御報告の中でも、県としてはこち

ら当広域連合の事業に対しては、県からの財政負担はできないという旨の御返答というこ

とでございまして、これは私としては大変残念な御返答であると思っているところでござ

います。そういう財政状況が大変厳しい中にあって、お尋ねのような一部免除措置の再開

ということが可能かどうか、これはやはり財政運営に責任を持ちます私といたしまして

は、十分慎重に考えるべきというふうに思っているところでございまして、先ほど来木村

議員そのほかのお尋ねにもお答えしましたとおり、現在さまざまな情報の収集を努力いた

しながら、最終的な各構成市町村との合意の形成に向けても努力を重ねているところでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（野田譲議員） 歌川議員。 

○３１番（歌川渡議員） 私質問の中で、共産党の県議団がこの間の県議会の中で、自由に

使える寄附金のため込みはやっぱり被災者に還元すべきではないかというような趣旨で、

今回その質問をしましたけれども、先ほどの答弁では、県が考えることというふうなお話
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でした。私は、やはりこういうものについては、それぞれのそういう財源的な指針を示し

ながら、そういうものを取り崩して、やっぱり財源があるのではないかと、今回の村井知

事の結局財政支援というのは、国からの調整交付金をそのまま流すというものですよ。み

ずからのそういう多くの人から寄せられた寄附金を、やはり住民の方、被災された方に有

効活用するということでは、やはり冷たい県政ではないかなというふうに思います。そこ

で、最後に伺いました、連合長または県市長会長として、この間県に取り組んだ中での県

知事の被災者に対する思いは、考え方はどのような姿勢なのか伺いたいと思います。 

○議長（野田譲議員） 連合長。 

○広域連合長（奥山恵美子） 東日本大震災以降の被災者の生活再建に向けては、県知事と

しての村井知事も、また私連合長としての奥山も、ともに被災者の方々の生活再建が一日

も早くなるようにという思いで仕事をしているという点では共通のものと考えているとこ

ろでございます。 

○議長（野田譲議員） 歌川議員。 

○３１番（歌川渡議員） 生活再建というのは、健康でなければ維持できないんですよ。や

はり、建物が建っててそこで生活する。それが基本なのではないかなというふうに思いま

す。そういう点では、いろいろですね、物理的な支援もあると思いますけれども、そうい

う健康への支援を最優先させていくことを今後も連合長に求めて、頑張っていただきたい

と思います。以上です。 

○議長（野田譲議員） これにて一般質問を終結いたします。 

                                           

     日程第１２  議第１号議案 東日本大震災被災者に対する医療費の一部負担金 

                   免除措置再開に関する意見書 

○議長（野田譲議員） 次に、日程第１２、議第１号議案、東日本大震災被災者に対する医

療費の一部負担金免除措置再開に関する意見書を議題とし、提出者から提案理由の説明を

求めます。１１番木村和彦議員。 

○１１番（木村和彦議員） それでは、提案理由の説明を申し上げます。 

  東日本大震災被災者に対する医療費の一部負担金免除措置再開に関する意見書につい

て、提案理由の説明を申し上げます。 

  内容につきましては、議場に配付のとおりでございますので、詳細については割愛をい

たしますが、先ほどから被災者に対する一部負担金免除の措置に対する声は、いまだに宮
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城県内に多うございます。大震災から３年が経過をしようとしておりますが、まだまだ被

災者は実際の生活を取り戻したり、震災からの復興をなし遂げる途中でございます。よっ

て、国に対して医療費一部負担金免除措置について、国の全額負担による速やかな再開な

どを求めるものでございます。 

  地方自治法第９９条の規定により、関係大臣に意見書を提出するものでございます。関

係議員の御賛同をお願いし、提案理由の説明といたします。 

○議長（野田譲議員） 議第１号議案について、質疑、討論の通告はありませんので、これ

より採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野田譲議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、議第１号議案は原案のとおり可決されました。 

                                           

○議長（野田譲議員） 以上で、今期定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしまし

た。 

  これにて平成２６年第１回宮城県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたしま

す。 

         午後３時１６分  閉会 

                                           

以上、地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

                      議  長 野 田   譲 

 

                      署名議員 伊 藤 信 行 

 

                      署名議員 久     勉 
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